
家庭数                                 令和４年４月１５日 

保護者の皆様へ  

 京都市立深草小学校 

校長 德留 祐悟 

 

電話対応時刻について  

 

平素は，本校の教育活動に多大なご支援・ご協力をいただき，ありがとうございます。保護者や地域

の皆様の御支援のもと，教職員が教育活動の充実に向けて取り組んでいます。  

 さて，公立学校の教師の勤務に関する法改正があり，令和２年４月から段階的に施行されております。

さらに京都市ＰＴＡ連絡協議会にもご協力いただき，「学校・幼稚園における働き方改革推進宣言」を

策定し，教職員の長時間勤務に対して上限を決め，子どもと向き合う時間を確保し，いきいきとやりが

いを持って働くことを推進しております。 

本校におきましては教職員の勤務時間（８：３０～１７：００）を鑑みた上で，下記の通り電話対応

時刻を定めております。 

定められた超過勤務の上限を守り，教職員の健康の維持増進に努め，すべての児童に対してより良い

教育を行っていくことを目指していきたいと思います。何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校事情により，定刻どおりにならない場合もありますが，勤務時間の指針として基本的な時刻

設定を行い，各校この指針に向けて下記のような取組を進めてまいりたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

◇変更後の電話対応時刻 

《通 常》   ・電話対応時刻  ８：００～１８：３０（土日祝は対応いたしません。） 

        ・週１日通常よりも早く退勤するリフレッシュデーを設定。 

         ・学校施錠時刻 １９：００までに退校。  

《長期休業中》 ・勤務時間中（平日８：３０～１７：００）のみ電話対応いたします。  

 

※ 保護者の皆様からのご連絡につきましては，なるべく勤務時間内にお電話いただけると助か

ります。 

※ 学校を遅刻・欠席される場合などについては「遅刻・欠席連絡フォーム」をご活用いただき

ますよう，お願いいたします。 

※ 朝８時３０分以降の連絡に関しましては，電話（６４１－０９５１）にてお願いいたします。 



 

 


